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午前11時25分再開 

○議長（浜崎晋一君）再開いたします。 

 引き続き、一般質問並びに議案に対する質疑を

行っていただきます。 

 ３番前住孝行議員 

○３番（前住孝行君）（登壇、拍手）皆さん、こ

んにちは。八頭郡選出、鳥取県議会議員の前住孝

行です。 

 代表質問の中で入江議員も言及されましたが、

10月下旬に、鳥取県議会台湾訪問団の一員として

私も同行させていただきました。初めての台湾で、

印象といたしましては、食べ物がおいしく、とて

も親日で、日本語の話せる方の多いことに驚きま

した。私も現地で挨拶をしようと勉強していたつ

もりでしたけれども、そういった機会もあまりな

く、正直、勉強不足がばれずによかったなという

ふうに思った５日間でありました。 

 台風の影響で予定どおりに帰国できず、台風休

暇の文化のある台湾のため、最終日に予定してい

ました●リョコウシャの訪問はキャンセルとなり

ましたが、その代わりに、定期便就航のお礼にタ

イガーエア社を訪れることができました。●リョ

コウシャとも連携することとなり、鋭意準備を進

めているとの説明をいただき、台風がかえってい

い訪問になったなと思って帰国したその週明け、

１月中旬予定だった就航が３月末に延期になった

ということになりました。大変残念な気持ちもあ

りますし、あわせて、訪問中に再三出てきました

訪台客数、アウトバウンドの客数の課題も影響し

てはいないかなというふうに思ったところであり

ます。 

 台中政府の●ライ副市長さんからも、サイクル

ツーリズムについてのお話がありました。私から

はさらに登山やウオーキング、温泉をプラスした

観光メニューのコラボができないかと要望をさせ

ていただきました。受入れ体制整備と併せて、ア

ウトバウンドに向けた情報共有の在り方の必要性

を感じました。お互いの情報を交流して、定期便

の安定的な運航のために双方の行き来がより盛ん

になることを期待します。 

 それでは、通告しております３点について質問

させていただきます。 

 まずは防犯対策の強化についてです。 

 北関東で連続して住宅を狙った強盗事件が発生

し、いずれも高齢者が被害に遭う中、日中、家で

過ごしている高齢者をはじめ不安な生活をしてお

られる県民も多いことと思います。昨年の９月定

例会の一般質問で、中山間地の空き家を狙った窃

盗事件について少しでも県民の不安な思いを緩和

できればと防犯カメラの設置を提案したところで

すが、この11月補正予算で強盗被害等の防止策と

してカメラ付ドアホン、屋外の防犯カメラやセン

サーライトなどの費用を一部助成する内容の犯罪

から県民を守る緊急対策事業が提案され、大いに

その趣旨に賛同するものであります。この事業を

広く活用して、防犯効果を高めていく必要がある

と考えますが、補助対象を県内に●イジュウする

60歳以上の者、またはその同一世帯員にされた理

由とその事業の意義について、知事の所見を伺い

ます。 

 また、最近の防犯カメラは、撮影した映像をス

マートフォンから確認できたり、スマートフォン

からの操作で夜にライトをつけたり消したりでき、

また、警告音を出すことができるものもあります。

高齢の親を地元に残し、県外に離れて住んでいる

家族にとっても、スマホで実家の様子が確認でき

るものであれば安心につながります。このように

様々な機能が備わった防犯カメラの設置を促進す

ることで防犯効果は高まると考えますが、この事

業を広く県民に周知し、補助金を活用していただ

く必要があります。ついては、防犯カメラ等の補

助金の周知をどのようにされようとしているのか、

知事に伺います。 

 また、補助金の普及啓発を効果的に行っていく

ためには警察本部との連携も必要と考えます。代

表質問の中で少し触れられたと思いますが、警察

本部の果たすべき役割について、警察本部長に伺

います。 

 次に、県立高等学校のバリアフリー化について

です。 

 県民の方から、子供が地元の高等学校に進学し

たいが、車椅子生活のため、校内移動でかなり不

都合な箇所があり、学校生活ができるか不安だと

いう相談を受けました。進学を希望されている高

等学校は比較的最近に改修された学校であったの

で、バリアフリーに対応していないことに驚きま

した。 

 そこで、県立高等学校におけるバリアフリー改
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修の方針及び今後のバリアフリー改修の計画につ

いて、教育長の所見を伺います。 

 ３つ目として、睡眠を大事にする県の推進につ

いてです。 

 昨年の11月定例会に続いての質問となります。

前回、時間切れでここの質問をした思いのところ

が言えませんでしたが、元同僚教員、地元の役場

職員の療養休暇、不登校児童生徒の多い原因とし

て、睡眠時間の少なさや質の悪さに問題があると

考えたからであります。様々な分野で人材不足が

叫ばれる状況で、療養されている方や引き籠もっ

ておられる方の解決ができればと、視点を変えて

のアプローチとなります。 

 自覚がない睡眠不足の状態のことを睡眠負債と

いいますが、この睡眠負債を日本人の多くが抱え

ていると言われています。睡眠負債を抱えている

と、知らず知らずのうちに体調に様々な不調を来

し、ストレスの耐久性も低下すると言われていま

す。社会全体で睡眠について考えていけば、メン

タルヘルス不調者や休職者も減少し、個人にとっ

ても社会にとっても効果が得られます。 

 睡眠は健康の土台であり、他の健康促進施策と

も連携するテーマだと考えます。県民の健康増進

のため、健康日本21（第三次）の「健康づくりの

ための睡眠ガイド2023」に沿って、睡眠による健

康づくりの取組を積極的に推進していくべきだと

考えますが、知事の所見を伺います。 

 以上で壇上の質問を終わります。 

○議長（浜崎晋一君）答弁を求めます。 

 平井知事 

○知事（平井伸治君）（登壇）前住議員の一般質

問にお答えを申し上げます。 

 このたびは台湾のほうに議員団のほうで御視察

をいただき、台風という悪条件の中でも成果を上

げていただきましたことに感謝を申し上げたいと

思います。 

 現状を申し上げますと、タイガーエアさんとは

良好な関係のコミュニケーションをちゃんと取っ

ておりまして、ちょっと御心配とは思いますけれ

ども、実情を申し上げると、お互いに予定してい

なかったような機材繰りの課題がありまして、タ

イガーエアさんとしては、本県の就航のみならず、

他の地域も含めて延ばさざるを得ないというのが

実情であります。ですから、行っていただいたと

きにお気づきと思いますが、先方は非常に熱心に

鳥取就航というのを目指しておりまして、米子の

就航が、ある意味、３月末時点ぐらいになると堅

めになってくるのではないかと思います。ちょっ

と就航時期はまだ確定しているわけでもないです

が、夏ダイヤからの就航を目指してやっておりま

す。 

 アウトバウンドの課題も確かにあると思います。

今、そうした意味で、延びたのをこれ幸いという

わけではないですが、１月以降もプロモーション

をかけることはできますので、しっかりインバウ

ンド向けの情報発信も機会を取らせていただいた

り、それからアウトバウンド向けにも今おっ

しゃったようなサイクリングとか温泉だとか、い

ろいろあると思いますし、台湾の場合、非常に日

本人にとっては行きやすい地域、言葉の問題、当

然、英語も通じますし、日本語も割と通じる方も

いらっしゃるなど、非常に旅もしやすいというこ

ともあります。ビジネスの面でも古くから梨の取

引がありますけれども、いろんな意味でビジネス

系もあって、特に最近は電子デバイスなども含め

てお取引も活発な、世界の中心にもなってきてお

ります。そんな意味で、プロモーションをしっか

りやって、夏ダイヤの就航を我々としては目指し

て、協調してまいりたいと思います。 

 防犯関係につきましてお尋ねがございました。 

 いわゆるトクリュウと言われる非常に捉えどこ

ろのない、従来とは違った犯罪組織のパターンが

出来上がってきて、残念ながら、ルフィー事件な

どを皮切りにして、この形態が増えてきておりま

す。恐らく若い方々がＳＮＳ世代であって、いわ

ゆるＺ世代というようなこともございます。こう

した時代の流れを、言わば利用した形でこのよう

な犯罪集団が組織をされてしまうと。それぞれが

匿名性を持ちながら、インターネットで指示が

あったその続きで犯罪に加担させられるというこ

とであり、非常にしたたかに個人情報を若者から

取得して、それで脅迫をするなどの手の込んだ犯

罪の構成がなされております。残念ながら、凶悪

な事件にだんだんといっていますし、非常に荒っ

ぽい。最近も例えば宝石店の強盗とか、いろいろ

ありますけれども、あまりにも原初的な犯罪形態

でありまして、そういう意味で素人を動かして、

それを鉄砲玉のように使うという悪辣なタイプの
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犯罪が残念ながら増えているということだと思い

ます。 

 これをなぜ60歳代以上とか、そういうようなこ

とで対象を、防犯対策を考えたかとかプロモー

ションをこれからどうやってＰＲしていくかとい

うことでありますけれども、今、世上で話題に

なっているのは最初に東京の狛江市の事件が話題

になり、最近も神奈川県横浜市青葉区での事件が

ございました。これは70代の男性が縛られた上で

殺害される。それが強盗であって、強盗殺人とい

うことになってくるわけでありますが、これも実

行犯となったのは20代、あるいは30ぐらいの人た

ちであります。いずれもお互いのことは知らずに、

これについてはテレグラムとか、ああいう秘匿性

の高い通信手段を使って、指示を受けて、それぞ

れの役割を与えられて、動いているというもので

す。これが狙われているのが高齢者なのですね。

恐らくは抵抗力の弱い人たちを狙ってくるという

ことです。だんだんと手口を警察の捜査で明らか

にされてきていますが、どうも下見をしているら

しいと。先般も千葉県で、これは下見ではないか

ということでインターネットで大騒ぎになった、

そういうケースがありました。その下見はピンポ

ンと呼び鈴を鳴らして、それで家の修理が必要で

ないかだとか、いろんなことを言って家の中に上

がり込んできて、実際は中の言わば財産関係はど

うかとか、これはお年寄りの独居世帯かとか、そ

ういうのを見つけるわけですね。こういう確認も

されているようなのですが、場合によっては家に

表示までして、次に指示を出したときはそこに行

けというようなことができるようにしていく、何

か童話に出てくるような、そういうような「アラ

ジンと魔法のランプ」などもああやって家に印を

つけるというようなことをやっていますけれども、

そういうような非常に残念な凶悪犯罪なわけであ

りますが、パターンがあるということです。家の

中に入れる、下見させるというのは危ないという

ことですね。 

 そこで、今こうした強盗殺人などが横行してい

る状況が鳥取県内でも起こりかねないので、特に

ターゲットにされがちな高齢者の方に重点的にま

ずはモデル的な支援をやろうと。それが例えば防

犯のカメラとか、それからインターホンであると

か、そうしたところで家の中に入れる前にシャッ

トアウトする、いやいや、そういう人は受けてい

ないのです、うちは入らないでくださいとやって

お断りしてもらうような、そういうことだとか、

あるいは相手が恐れるようなことですね。 

 千葉でこのたび明らかになった、話題になった

ケースも、結局防犯カメラで映されたことは本人

たちは分からないのでしょうが、センサーライト

でぱっと来て、これがどうも当たらないところを

探しているような感じなわけですね。それでそれ

をわざとつけてやると、やばいやばいと言って逃

げていく。そういう様子まで全部カメラで収めら

れて、これも報道されています。 

 ですから、やはりうちは警戒しているぞという

のを見せる、それも大切なことなわけですね。鳥

取県の場合は幸いに割とコミュニティーがしっか

りとしていて、見慣れない人が何かうろうろして

いるなというとすぐ話題になります。ですから、

そういう意味ではお互いに声かけをしたりして防

犯対策を組むことは可能なのですが、ともすれば

非常に人里離れた感じのところで独居で住んでお

られる方もいらっしゃったりするわけですね。本

県のちょっと犯罪の特徴としては、窃盗犯などを

見ていますと、７割は施錠していないということ

です。皆さんも何となく分かると思うのですが、

割とそういう土地柄でして、警戒心があまりない

ということですね。ですから、まずは特にそうし

た生活に慣れている高齢者の方に、重点的にこう

した対策を打ってみようということであります。 

 そうした中でＰＲをすることとしては、我々と

しては意図的にやはりこういうのをニュースにし

てもらったり番組の中に取り上げていただくこと

が多分一番高齢者世帯には届くだろうと思ってい

ます。もちろん、そのほかにもいろんな広報手段

を使って、広告も入れて今後もＰＲをしてまいり

たいと思いますが、例えば先月末も警察官の方が

番組のほうに出て、こういうようなことが今危な

いですよというようなことをおっしゃった。こう

いうのはやはりお年寄りも見ていて、これはいけ

ないなというふうになりますので、やはりそのよ

うにメディアと一緒になって広報することが多分

この年齢層には届くと思いますので、そうしたと

ころなども意識的にやりながら、通常の広報媒体

も含めて展開をしていきたいというふうに考えて

おります。 
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 あともう一つ何だったかな。（発言する者あ

り）ごめんなさい、寝ていました。（笑声）睡眠

についてでありますけれども、これも今、国のほ

うもそういうガイドブック的なものを、例えば若

い人向けとか働き世代とか、それから高齢世代向

けに作ったりしています。こんなものも組み合わ

せてやっていきたいなというふうに思います。 

 睡眠はやはり最近だんだんと研究が進んできて、

どういうようなことを注意しなければいけないか

というのが何となく分かり始めています。睡眠に

も、最近はいろんな、自分でもアプリで見たりす

ることができますので、だんだん何となく分かっ

ているわけですが、ああいうので見るといびきを

かいている時間があるとか寝言を言っておるとき

があるとか、いろいろと睡眠の中にリズムがある

わけですね。そこで、レム睡眠と言われるラピッ

ド・アイ・ムーブメントという目がきょろきょろ

きょろきょろ動いている、そういう睡眠の時間も

あれば、そういうのがなくてすっかり休んでいる

ような時間がある。これはノンレム睡眠と言われ

る時間帯。これが実は交互に出てきていて、だん

だんと睡眠が浅くなってくるとレム睡眠が増えて

くる。大体そういうようなパターンの中であるの

ですが、何を人間がやっているかということに

なってくるわけですね。 

 ノンレム睡眠のときに実は大脳皮質が発達をし

て高等生物というのは進化を遂げてきているわけ

ですが、脳をしっかりとクールダウンして休ませ

る、それがやはり精神的なこともリフレッシュで

きたりします。この時間帯というのは非常にある

意味大事であって、ではレム睡眠のときは役に立

たないかというと、このときは体をしっかりと休

息させているわけですね。身体的な休息というこ

とをやっている。前半のほうでしっかりと頭を休

めるようなノンレム睡眠を中心としたものがあっ

て、それでレム睡眠と組み合わさりながらだんだ

んとサイクルが上がって覚醒していく、起きてい

くと。こういう睡眠パターンが望ましいもので、

睡眠の質のいい状態ということです。 

 ただ、これが失われがちになってきていると。

ただ、若い世代は大体６時間から９時間寝るのが

いいのではないか。ただ、高齢になってくると６

時間から８時間ぐらい、若干短めでいいだろうと。

最近の研究の成果からすると、高齢者世代になっ

てきますと、むしろベッドに入って悶々としてい

る時間が長過ぎると、これは逆に身体的にはリス

クが出てくると。だから、ちょっと年齢によって

睡眠との付き合い方が変わってくるということで

すね。やはりこれを正しく理解してもらう必要が

あるのではないかということです。 

 そういうことを実は本県は割と睡眠問題を大分

前からやっているのですけれども、もともとは自

死対策として睡眠に表れてくると。だから「眠れ

てますか？」睡眠キャンペーンというものをやっ

て、場合によってはこれが心、メンタルに負担が

生じている、それが自死につながってくる。こう

いう兆候が現れたらゲートキーパーが鍵を開けに

行って、それでしっかりとケアのほうに結びつけ

ていく、実はこんなようなことをやることから本

県の場合は睡眠のキャンペーンというのを始めて

います。だから、今も「眠れてますか？」睡眠

キャンペーンというのをやっていまして、９月と

また３月にありますけれども、そういう意味で自

死対策を強化するときに実はこのキャンペーンを

重点的に行うようにしております。 

 あと、我々の健康づくり文化というのを推奨し

ようと、そういう中で国も今大分重点的に睡眠問

題をやり始めましたが、こういうものも当然その

中で取り上げて、今後キャンペーンをやっていく

ことになると思います。 

 例えば今、学園祭などがありますけれども、こ

ういうところで若い人向けにこういう眠りについ

ての啓発活動を行うとか、年が明けたらこういう

心のケアの問題など、睡眠のことなどをインター

ネットで動画配信するような、そういうＰＲ事業

も今、今年度計画をしております。こんなような

ことをいろいろとやりながら、専門家にも加わっ

ていただいて、健康づくり、特に睡眠が足りてい

ない、睡眠の質が悪いと脳血管の障害だとか精神

的な課題だとかいろんな疾患につながってくるこ

とは、これは分かってきておりまして、そういう

健康づくりの意味の一つのキーとして、議員の取

り上げておられます睡眠問題に鳥取県もしっかり

フォローしてまいりたいと思います。 

○議長（浜崎晋一君）足羽教育長 

○教育委員会教育長（足羽英樹君）前住議員の一

般質問にお答え申し上げます。 

 私のほうには、県内の高等学校におけるバリア
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フリー化の改修の方針や計画ということについて

お尋ねをいただきました。 

 この課題については、８月の高校生議会でも、

高校生議員さんが質問として取り上げていただい

たところでございます。 

 本県の高等学校も随分古くなっておりまして、

多くが昭和40年代から50年代にかけて建設された

ものであり、随分時間もたって老朽化対策が非常

に急務となっている現状でございます。 

 一方で、平成18年度にいわゆるバリアフリー法

が制定をされ、県内の高等学校においても多目的

トイレでありますとか、あるいは障害者用の駐車

場、ハートフルスペース、ハートフル駐車場など、

そういった部分については高校においても整備を

進めてきたところでございます。 

 ただ、残念ながら、バリアフリー法には、その

対象に高等学校は含まれておりません。ただ、県

では鳥取県福祉のまちづくり条例で、これは高等

学校も含めるべきだという視点で、特別支援学校

と同様に特別指定建築物として指定をして、改修

の際には可能な限りのバリアフリー化を推進する

という方針で取組を進めてきたところでございま

す。 

 お話があった障害のある生徒さん方が高校を選

ぶ際の受入れ体制につきましては、まず中学校段

階で進路指導の中でとんな希望を持っているかを

よく聞き取った中で、こういうことならばできる

というようなその対策については、事前に相談を

受けたり、そして工夫、対処をしてきているとこ

ろでございますが、特にエレベーターのような大

規模な、そして多額の改修費用がかかるようなも

のについては、高校入試を経て入学が確定された

後に設計、そして予算措置をして整備をするとい

う方針で取組を進めてきているところであります。 

 では、入学後はその間はどうするのか。これは

垂直ではなく水平移動で学びの場が確保できるよ

うな工夫を各学校が取りながらエレベーター設置

を待っていただいている、そんな形で今、各必要

なニーズに応じたエレベーター設置等を進めてき

ているところでございます。 

 御指摘のように全ての高等学校にエレベーター

も含めた段差をなくすバリアフリー化が進められ

ていくというのは本当に理想ではございますが、

この限られた財源の中で何を優先しながらいくの

かという点では本当に御不便をおかけすることも

あろうかと思いますが、できる対応をしっかり、

バリアフリーにつながるような形で工夫をしなが

ら、ニーズがあった場合に改修を行っていくとい

う、そういう方針、計画を持って進めているとこ

ろでございます。 

 いずれにしましても、そうした障害のある児童

生徒さんがそのことによって学びの機会、学びの

場が失われることがないように、バリアフリー化、

そしてまた可能な限りの配慮、これをしっかり進

めて、学びの機会の場の確保に努めてまいりたい

と思っております。 

○議長（浜崎晋一君）野村警察本部長 

○警察本部長（野村朋美君）前住議員から、防犯

カメラ等への補助事業を県民に周知し、活用を促

進するために、県警察の果たすべき役割について

お尋ねがありましたので、お答えをいたします。 

 警察といたしましては、防犯カメラ等の防犯設

備機器の活用は、犯罪被害の未然防止のために有

効であり、また地域の安全は自分たちで守るとい

う自主防犯意識の向上にもつながる重要なもので

あるというふうに認識をしております。 

 そのため、県警察では、これまでも鳥取県犯罪

のないまちづくり推進計画に基づき、犯罪の発生

状況を分析し、その分析に基づく防犯対策を県民

の皆様に還元するとともに、自治体をはじめ商店

街やコンビニエンスストア、一般の企業や御家庭

に対しまして防犯設備機器の設置拡充を継続的に

働きかけてまいりました。 

 昨今は先ほど議員が御指摘のようにスマホと連

携することが可能なような高度な防犯カメラもご

ざいますし、また一部のセンサーライトなどは比

較的安価なものもございます。そのように様々な

防犯設備機器が普及しておりまして、それぞれの

ニーズに応じたものを選んでいただくことが可能

になっておりまして、このたびの県の補助事業は

その活用を広く周知することで数多くの県民の皆

様に防犯設備機器の設置拡充を促す絶好の機会で

あるというふうに捉えております。 

 県警察といたしましては、先ほど知事のお話に

もございましたように、メディアの活用に加えま

して、県とも連携いたしまして、各地域で実施し

ております防犯講習等において便利な機器の活用

事例について幅広い世代の方々に御紹介をいたし
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ますとともに、この補助制度を発信いたしまして

安全・安心なまちづくりに向けて積極的な広報に

取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（浜崎晋一君）３番前住議員 

○３番（前住孝行君）それぞれ答弁いただきまし

て、ありがとうございます。 

 では、順番に追及していきたいというふうに思

います。 

 まず、通告もしていないアウトバウンドについ

てもコメントをいただきまして、ありがとうござ

いました。本当に直行便が運行することで新たな

層も行き来できるのではないかなというふうに思

いますので、引き続きお願いしたいというふうに

思います。 

 では、防犯対策についての答弁をいただきまし

て、それぞれ聞きたいと思います。 

 やはり高齢者向けということで、ニュースやメ

ディアを使ったやり方というのは確かに本当に重

要だなというふうに思いました。本当に県民の方

の中でも特殊詐欺の罰則を重くしてくれというふ

うに不安を述べられる方もあったりして、ちょっ

と県議会議員ではなかなかできませんねというこ

とを言いながら、国会議員ともつなげていきたい

なというような話もさせていただいたこともあり

ました。 

 カメラ設置をすることだけでも本当に抑止力に

なるのではないかなというふうに思います。先ほ

ど言ったWi-Fi環境がないとなかなかそういった

ところまでできなかったのですけれども、Wi-Fi

環境があれば、映っているところのちょっとスマ

ホで何か会話までできるということでしたので、

そういったこともぜひとも知ってもらえたらなと

いうふうに思いました。 

 次に、防犯対策の強化に係る若年層への普及啓

発ということで、犯罪から県民を守る緊急対策事

業の中にヤミバイトへの加担の防止策として、漫

画、ＳＮＳ等を活用した啓発に取り組もうとされ

ていますが、若年層に効果的に発信するために具

体的にどのように啓発していこうとされているの

か。また、中学校や高等学校などとの連携も必要

であると考えますが、知事の所見を伺います。 

○議長（浜崎晋一君）答弁を求めます。 

 平井知事 

○知事（平井伸治君）（登壇）重ねて前住議員か

らお話がございました。漫画だとか、そうした分

かりやすい形でやはり若い方々にお伝えをする必

要が今回は出てきました。といいますのも、山口

県の光市で最近も事件がありました。今もいろん

な報道がまだ続いていますけれども、若干ショッ

キングなのは、やはり16歳、14歳という子供が、

それが関東からわざわざ新幹線でやってくるわけ

ですね。どうもそれぞれに個人情報を握られて、

多分家族に危害を加えるぞみたいなことを言われ

て、自分もやむにやまれず、家族のためならぐら

いで来てしまったのかもしれません。犯罪だと分

かったら抜けてもらわなければいけないですよね。

石破総理もそういうメッセージを出されましたけ

れども、そういう＃9110のような、そういう警察

への相談、これをぜひやってもらって、必ず警察

も守りますということを警察庁挙げて今もＰＲを

始めました。 

 こういうことを我々も、地域でも呼びかけてい

かなければいけないのだと思います。そういう意

味で、漫画など分かりやすいツールを活用してみ

たいということです。実は、学校の子供たちには

子供たち向けのそうしたアプリなどがございます

し、保護者向けにも保護者向けのそういうツール

があります。例えばそういうところで漫画による

広報にアクセスできるようにしていったり、また

大学生にもそうした大学のほうでも周知徹底の掲

示板的なツールもありますので、そうしたところ

に流していくとか、いろいろと方策はあるのでは

ないかなと思っております。よく関係方面と調整

をさせていただいて、様々な媒体の中で、見てい

ただける、届くという媒体を何とか使って、分か

りやすい形で、子供たちの年齢層まで今犯罪に巻

き込まれていますので、そうした層にも届くよう

な、そういう啓発活動を行ってまいりたいと思い

ます。 

○議長（浜崎晋一君）３番前住議員 

○３番（前住孝行君）本当に守る意味でのカメラ

やセンサーライトの設置、また攻める意味でのヤ

ミバイト防止の啓発など、両側面から防犯対策が

進むことを期待します。 

 それでは、次の県立高等学校のバリアフリー化

についての追及に入りたいと思います。 

 先ほどエレベーターの設置で入学が確定してか

らということでありましたし、できる配慮はして
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いくということを言ってくださいました。 

 本年４月より改正障害者差別解消法の民間事業

者への合理的配慮の提供の義務化が始まっていま

す。そのような中で、エレベーター設置がされて

いる県内高等学校は７校しかありません。先ほど

の方の先輩で、同じように車椅子で中学校生活を

送っていた方も地元の高等学校に行きたかったの

ですが、学校がバリアフリー化されていなかった

ため入学を諦めて、遠く離れた養護学校のほうに

進学されたということでした。 

 エレベーターを設置するとなると多額の経費が

かかるということは十分認識していますが、家か

ら見える高等学校には行けず、地元から離れた学

校を選択せざるを得ない生徒がいる現状について、

改めて教育長の所見を伺います。 

○議長（浜崎晋一君）答弁を求めます。 

 足羽教育長 

○教育委員会教育長（足羽英樹君）前住議員から、

バリアフリー化に関わって、合理的な配慮等に関

連して重ねてお尋ねをいただきました。 

 先ほど申し上げたとおり、障害のある子供さん

の高等学校への受入れ、その際の合理的な配慮、

この基盤となるエレベーターを含めたバリアフ

リー化、環境整備というのは、今後本当にしっか

りやっていかなければならない大きな課題であり、

現状については先ほど申し上げたとおりでござい

ます。 

 この合理的配慮の中には、そうしたハード面も

あれば、ソフト的な面もあるというふうに認識を

しております。例えば、まず高等学校の入学試験

段階でも、近年、合理的な配慮を求めて申請をさ

れる方が年々増えていらっしゃいます。入試段階

での別室受験であったり、漢字へのルビ振りであ

りますとか、あるいは口頭による読み上げであり

ますとか、あるいは筆談による面談といったよう

な、可能な範囲をまず高校入学段階でも入試段階

で実際に行うことによって、障害があるというだ

けでの入学妨げにならないような、そういうふう

な配慮もしてきているところでございます。 

 同時に、そうした生徒さんが入学されたときに

は、その障害の有無によって、また状況によって、

これは中学校までと違って特別な支援を要する生

徒さんへのそういう保障というものが全く高校段

階ではなかなかなされておりませんので、これは

国要望もしているのですけれども、そういう中で

可能な、できる範囲での合理的配慮を入学後も

行ってきているところでございます。 

 そうしたハード面、そしてソフト面、同時にも

う一つ大事なことは、私は在校生、子供たちが心

のバリアフリー化を進めていくということ、これ

も大事だろうというふうに思っております。先入

観でありますとか、あるいは偏見、そうしたう

がった物の見方、あるいは接し方ではなく、まさ

しく共生社会の実現に向けては共に障害の有無に

かかわらず、人として生きていく、生活していく、

共育という、この理念、そしてそれを行動実践に

移していく、心のバリアフリー化も併せて進める

ことが非常に重要であろうというふうに思ってい

るところでございます。 

 その両面、ハード面とソフト面を併せて、こう

した子供さんと共に学び進めていける真のインク

ルーシブ教育が推進できるような環境整備に今後

も努めてまいりたいと思っております。 

○議長（浜崎晋一君）３番前住議員 

○３番（前住孝行君）まさに今教育長の言われた

ように、私自身もこういった生徒が入学すること

で本当にほかの生徒にいい影響が起きるのではな

いかなというふうに思っています。それこそ本当

にインクルーシブ教育がそこからもスタートする

のかなというふうにも思ったりもさせていただき

ました。 

 このたびこういった相談ケースを対応していく

に当たって、本当に高校も県教委さんも、また中

学校、町教委も、親身になって本当に対応してく

ださっていることに、私自身は安心させていただ

きました。先ほど教育長も心のバリアのことを言

われましたが、本当に心のバリアはなくなってい

るような印象を受けさせていただきました。こう

して関係者みんなで丁寧な対応を引き続きお願い

するとともに、先ほどもありました、ハード面、

また支援員の確保ということもこのたび出てきた

りしていましたので、そのことについても改善を

していただきたいというふうに期待します。 

 では、続きまして最後に、睡眠を大事にする県

の推進についてであります。 

 先ほど学園祭とか動画配信等々で子供たちの眠

れる睡眠に対しての啓発をしてくださるというこ

とをお聞きしました。 
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 県庁のほうでは、ワーク・ライフ・バランスの

観点から一定時間の休息時間を確保するよう、勤

務間インターバル制度が導入されています。休息

時間を確保することで自分の時間や睡眠時間が増

え、ストレスの軽減や睡眠の質も向上していくの

ではないかと考えます。こういった取組が民間企

業にも浸透していけばと考えます。 

 県民の睡眠時間の質を向上させ、県民の健康増

進を図っていくためにも、勤務間インターバル制

度の導入について民間企業に周知し、取組が進む

よう働きかけてはと考えますが、知事の所見を伺

います。 

 また、学校現場においても勤務間インターバル

制度を導入し、中学校や高等学校の部活動など、

教員の勤務時間を考慮した朝練や大会運営の時間

の在り方について検討を行うべきだと考えます。

学校現場における勤務間インターバル制度の導入

について、教育長の所見を伺います。 

○議長（浜崎晋一君）答弁を求めます。 

 平井知事 

○知事（平井伸治君）（登壇）前住議員から睡眠

問題につきまして、重ねてのお尋ねをいただきま

した。 

 これについては、働き方がやはり影響するとい

うこともあります。どうしても長時間労働すると

いうことになると、これはそれ自体が残業が超過

して過重勤務になるということになりますが、あ

わせて、睡眠時間を圧迫してしまうことにより、

それが様々な体の障害にも重なり得るわけです。 

 最近の分析では、例えば６時間に満たないよう

な睡眠時間が長期にわたって続いてくるというこ

とになると、心血管の発症が５倍ぐらいに増える

というようなデータも世界では確認をされてきて

います。そういうような意味で、やはり睡眠を取

ることの大切さ、これによって職場環境を改善し、

これは人材の獲得、確保にもつながってくるわけ

でありまして、それぞれの職場でも前向きに考え

ていただく必要があるのではないかなと思います。 

 令和３年から労災基準の認定のやり方が変わり

まして、単なる過重労働ということだけでなく、

こういう勤務間インターバルにも着目をして労災

認定が行われるようになってきております。そう

いう流れの中で、今年の９月から本県においても

インターバル勤務、インターバルを空けるという、

その実証的な導入を図らせていただきました。 

 例外としては、例えば災害のときとか、あるい

は児童虐待で大変な状況にあるときとか、そうい

うときはやむを得ない場合もあるけれども、それ

以外は基本的にはインターバルを11時間空けてく

ださいということで始めたところであります。こ

れによって、普通我々の世界は８時半に始業しま

すので、そうすると９時半には終わっておかない

とインターバルが空かないということになります。

夜の９時半ですね。ですから、それ以降の勤務と

いうのは原則として控えなさいということをイン

ターバルとの関係で申し上げ、さらにそれよりも

長く勤務した場合には翌日の朝の勤務時間を繰り

下げることを勧めているようになりました。 

 では、現実にたくさんインターバル勤務で勤務

時間が後ろ倒しになったかというと、そういうこ

とよりも、実は県庁の中の職場の中で９時半以降

は駄目だなと、むしろそういう意味でそちらが浸

透してきております。これはいいことだと思いま

す。今までもノー残業デーをつくるとかいろんな

形でやってきましたが、勤務時間のインターバル

を空けていくということの大方針で職場内の意識

改革にもつながってきているようでございます。 

 そういうようなことの効果もありますので、民

間の企業さんにおいてもこうしたことがなされま

すように、例えば健康経営の観点だとか協会けん

ぽさんと一緒になってそういうことをお勧めして

いくとか、またそういうような職場改善をしたこ

とについて国の制度も絡めながら応援をしていく

等々を今後もぜひ展開していきたいというふうに

考えております。 

○議長（浜崎晋一君）足羽教育長 

○教育委員会教育長（足羽英樹君）前住議員から

私のほうにも、学校現場における勤務時間イン

ターバル制度の導入という御質問をいただきまし

た。 

 学校現場においては、今年８月の中央教育審議

会の答申で、教師の健康や福祉の確保に向けた取

組の一方策としても提言がなされたところでござ

います。これを先行して実施しておられるのが、

福岡県福岡市の教育委員会が協議を重ねた結果、

令和４年度から導入をされているというふうに

伺っております。その成果として、今知事も申さ

れましたが、やはり意識、管理職ももちろんです
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が、一般の職員のほうにも時間というもの、タイ

ムスケジュール、マネジメントを意識した、そう

いったことが図られたというふうな成果が見られ

ているというふうに伺っておりますが、学校とし

ての特殊性は、子供たちが毎朝必ずこの時間に来

て授業がスタートする中で、職員のほうが時間を

ずらしていくというようなあたりにやはり課題が

ある。これは一部とか、あるいは特殊なケースに

限られるということではありますが、そういった

ことが課題になっているというふうなこともお聞

きしているところでございます。 

 中教審のほうもそうしたことも踏まえて、まだ

これは提言でございますが、文科省のほうには学

校現場でも導入すべき、その上で、ではどんな留

意点、あるいはどんな工夫をすべきなのか、そう

いったことを検討するようにというふうな附帯意

見も出されているところでございます。 

 そうした国の動きや状況も鑑みながら、今後本

県での学校現場における導入、現場の意見もよく

聞きながら導入については検討を進めてまいりた

いと思います。 

○議長（浜崎晋一君）３番前住議員 

○３番（前住孝行君）これまでも本当にノー残業

デーとかというような取組もされていて、確かに

それでも効果はあったというふうに思いますが、

11時間インターバル制度というのを聞かせていた

だいたときに、なるほどなというふうに思いまし

た。先ほど知事が言われたとおりに、本当９時半

までにはやめないといけないというような、ある

程度そういった時間の指標というか、そういった

のができたのはいいことだなというふうに思った

ところです。 

 私の娘になるのですけれども、やはり朝練とか

をすごく一生懸命やりたいのですけれども、やれ

ば上手になっていくのは分かっていながら、やは

り睡眠時間がすごく減ってきているというような

状況は見ていて、本当は教職員もですけれども、

生徒とかもそういったところも考えて、親がやれ

ばいいのですけれども、今そういったことも考え

させていただいた現状であります。 

 本当に睡眠を大切にすることでストレスにも対

応でき、貴重な人材を生かしつつ、社会の一員と

して活躍できる環境を整えられればと考えます。 

 先日の人口戦略フォーラムの中でも、働きやす

さとか職場の雰囲気づくりといったキーワードが

印象に残っております。安全で楽しい暮らし、豊

かな自然を感じながら自分らしく活躍することの

できる、よりよい鳥取県になることを期待します。 

 最後に、昨日も一般質問を終えて千葉のほうに

行かれて、この議会中に一番睡眠時間が少なく

なっているのではないかと心配する知事の所見を

伺って、最後の質問といたします。 

○議長（浜崎晋一君）答弁を求めます。 

 平井知事 

○知事（平井伸治君）（登壇）前住議員から、重

ねて睡眠につきましてお話がございました。 

 申し訳ありませんが、ちょっと議会中ではあり

ましたけれども、昨日は赤澤大臣が主催をされま

す、新型コロナに端を発して感染症対策の見直し

をしております。新型インフルエンザ等対策特別

措置法というのがあって、それに基づく国の行動

計画、県の行動計画、市町村の行動計画、こうい

うのをつくる意味で、その推進の会議がありまし

て、赤澤大臣も出席をされておりました。もし万

が一のときのタイムラインを設定するとか、そう

いうような話合いをして、そこから佐渡ケ嶽部屋

に参りまして、琴櫻の優勝のお祝いを県民の皆さ

んを代表しまして、昨日はお酒とカニ、また琴櫻

関は今巡業中でありまして、人気力士が抜けるわ

けにはならないので、年明けまではまともに帰っ

てこないのだそうです。ですから、年明けにお米

だとかお肉だとか、そういうものを贈りますよと

いうことで、佐渡ケ嶽親方やおかみさん、この方

は倉吉のルーツの真千子夫人でいらっしゃいます

けれども、その関係でお祝いをさせていただきま

した。大変に琴櫻からも実はそのとき電話をつな

いでいただいて、直接お祝いも申し上げまして、

タイミングが取れればまた地元でも待ち構えてい

ますので、お祝いをまたきちんとさせていただき

たいというふうに申し伝えたところであります。 

 それで、宿に入ったのが10時前ぐらいですかね。

今朝４時起きで飛行機で帰ってきているというこ

とでありますので、あまり寝られていないという

反省もあるわけでありますが、ただ、やはりそう

いう意味でいろいろと工夫をしながら、そういう

職場環境を整えたり、また睡眠の大切さを今睡眠

不足になっている自分自身の経験からも訴えなけ

ればならないなというふうに考えております。 
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 議員がおっしゃるように、特に最近、メンタル

の疾患が問題になっていますし、それだけでなく

て心疾患、あるいは高血圧、また肥満にも影響す

るというふうに言われております。そういう睡眠

の問題というのは、みんなが取り組まなければい

けないまず最初のファーストステップの健康課題

だと思います。やりようによっては、この鳥取県

は割と通勤時間も短くて、そういう意味で時間の

管理がやりやすいライフスタイルというのは自分

たちでつくられるところだと思います。そんな意

味で、ぜひ今日の御提案にありました眠っていけ

る、そういうまちづくりといいますか、地域の健

康づくりをぜひ進めていければというふうに思う

わけであります。 

 「梨の花ふるさと人の早寝かな」、これは中村

汀女さんの句であります。そんな梨のふるさとで

早寝して、じっくりと頭も体も休められる、そう

いうふるさと、そんなものを目指してやってまい

りたいと思います。 

○議長（浜崎晋一君）暫時休憩いたします。 

 13時20分より再開いたします。 

午後０時23分休憩 


